
環境クロスコンプライアンスの導入
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食料安定供給・農林水産業基盤強化本部決定（令和５年12月27日 ）



環境負荷低減のクロスコンプライアンス①

各種⽀援に当たり、
環境負荷低減の最低限の取組を要件化
（＝クロスコンプライアンス）

機械導⼊

〇 農林⽔産省の全ての補助事業等に対して、最低限⾏うべき環境負荷低減の取組の実践を義務化する「クロスコンプライアンス」を導⼊。
〇 補助⾦等の交付を受けるためには、みどりの⾷料システム法の基本⽅針に⽰された「農林漁業に由来する環境負荷に総合的に配慮す
るための基本的な取組」について、① 取り組む内容を事業申請時にチェックシートで提出すること、② 実際に取り組んだ内容を事業実施
後に報告することを義務化し、令和9年度の本格実施を⽬標に、令和6年度から試⾏実施。

施設整備 ⾷料⾃給率の向上

＜農林⽔産省の全ての補助事業等＞
１．クロスコンプラインスの内容 みどり法基本⽅針（令和4年9⽉15⽇ 農林⽔産省告⽰）に位置付けられた、基本的な７つ

の取組について、最低限取り組む内容を、各事業の内容に合わせてチェックシート等に整理。
✅適正な施肥

✅適正な防除

✅エネルギーの節減

✅悪臭・害⾍の発⽣防⽌

✅廃棄物の発⽣抑制、循環利⽤・
適正処分

✅⽣物多様性への悪影響の防⽌

✅環境関係法令の遵守等

２．対象者、実施⽅法

・肥料の使⽤状況の記録・保存
・作物の⽣育や⼟壌養分に応じた施肥 等

・農薬の使⽤状況の記録・保存
・農薬ラベルの確認・遵守、農薬の⾶散防⽌ 等

・電気・燃料の使⽤状況の記録・保存 等

・家畜排せつ物の適正な管理 等

・プラスチック製廃棄物の削減や適正処理 等

・病害⾍の発⽣状況に応じた防除の実施 等

・営農時に必要な法令の遵守
・農作業安全に配慮した作業環境の改善 等

（１）対象者
・ 農林⽔産省が実施する全ての補助事業、物品・役務（委託事業を含む）の調達の実施主体または受益者
（農林漁業者・⾷品関連事業者、⺠間事業者・⾃治体）。

（２）実施⽅法
・ 補助事業においては、要綱・要領等にチェックシートの提出を要件化。物品・役務（委託事業を含む）の調達や
公共事業においては、仕様書にチェックシートと同等の取組を要件化。
・ 対象者は、①取り組む内容を事業申請時にチェックシートで提出するとともに、②実際に取り組んだ内容を事業実施後にチェックシート等で
報告。また、事業実施後に国や⾃治体等が取組状況を確認することにより実効性を確保。

① 令和6年度︓事業申請時のチェックシート提出に限定して試⾏実施。
② 令和7年度︓事業実施後の取組状況の報告及び完了検査時等に実施する実施確認を順次導⼊。
③ 令和9年度︓全ての事業において、事業申請時・報告時、事業完了時の実施確認の全てのプロセスを含めて、本格実施。

３．スケジュール
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申請時
（します) （２）適正な防除

報告時
（しました）

⑤ □ 農薬の適正な使用・保管 □

⑥ □ 農薬の使用状況等の記録・保存 □

⑦ □
病害虫・雑草の発生状況を把握した上で防除
の要否及びタイミングの判断に努める

□

⑧ □
病害虫・雑草が発生しにくい生産条件の整備
を検討

□

⑨ □
多様な防除方法（防除資材、使用方法）を活
用した防除を検討

□

申請時
（します) （１）適正な施肥

報告時
（しました）

① □ 肥料の適正な保管 □

② □ 肥料の使用状況等の記録・保存に努める □

③ □ 作物特性やデータに基づく施肥設計を検討 □

④ □ 有機物の適正な施用による土づくりを検討 □

環境負荷低減のクロスコンプライアンス②

〇 チェックシートについては、農業経営体、畜産経営体、林業事業者、漁業経営体、食品関連事業者、民間事業
者・⾃治体等向けに、みどり法基本方針に基づく7つの取組について、作成。

〇 各取組項目について、①事業申請時に取り組む内容をチェックして提出、②事業報告時に実際に取り組んだ内容
をチェックして提出、③報告検査時等に抽出方式で報告内容の確認を行う。

〇 チェックシートの実施イメージ
・ チェックシートは、みどり法基本方針の7つの取組について、対象者を農業経営体、畜産経営体、林業事業者、漁業経営体、食品関
連事業者、民間事業者・⾃治体等に分類し、各事業に合わせてチェックシートに反映。

＜例：農業経営体向けチェックシートの一部＞

✍事業申請時に、各項目を読み、
事業期間中に取り組む（します）内容
を確認し、チェックを付けて提出。
（該当する項目は全てチェック）

報告時に、実際に取り組んだ(しました)
内容にチェックを付けて提出。
（該当する項目は全てチェック）✍

※物品・役務（委託事業を含む）の調達や公共事業関係（農業農村整備事業等）については、チェックシートの内容を仕様書等に反映して実施。

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

国や⾃治体等が、完了検
査等の際に報告内容の聞
き取り等により確認。

（受益農家の抽出や事後
確認実施の頻度等を検
討。）

49


	分割版10.pdf
	クロコン.pdf



